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南波多保育園民営化に係る意見・質問・要望調査 

（保育内容について） 

意見 回答 

・運動会の時に、年長クラスは、府招浮立を行っているが、民営化後はど

うなるか。 

・地域の伝統的な行事や風習は、保育園でも大切に残していきます。 

・老人会や祖父母との行事としてもちつきや、交通安全教室、芋苗さしな

どを行ってもらっているが、民営化後はどうなるか。 

 

・地域との交流活動の一環として、そのまま残していきます。 

・JA 青年部と女性部から食育事業で田植えと稲刈りをしてもらっている

が、今後は。 

 

・保育園の田植えと稲刈りは JAからの要請により取り組んできましたの

で、今後も要請があれば取り組みます。 

・福祉会立の 4園の年間活動は、園によって違うようですが、南波多保育

園は民営化後、年間活動の内容は現在とどう変わるのでしょうか。 

 

・南波多保育園でこれまで取り組まれてきた年間の行事や活動は続けるこ

とにしており、行事や活動を減らすということは考えておりません。 

・自由にのびのび過ごせる環境であれば嬉しいです。 

 

 

・ご指摘のように、子どもたちにとって、自由にのびのび過ごせる環境は

とても大事であると考えています。 

・お昼寝の布団について説明会の時に質問した回答はどうなっているか。

（昼寝の布団は園で一人ひとり準備されるとのことだが、混ざることは

ないのか。今日Ａ君が使った布団を、明日Ｂ君が使ったりすることはな

いのか） 

・福祉会 4か園では、園で個人の掛敷布団を購入し、各シーツには名前を

貼り、他の園児と混じり合うことなく使用しています。 

・衛生上、毎週個人でバスタオル 1枚をシーツとして使用し、冬場は毛布

を持ってきてもらっています。 

・掛敷布団とシーツは年度末にクリーニングに出し、園児は新年度に入る

とクリーニング済みの布団を使い始めることにしています。 

 

資料２ 
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意見 回答 

・保育時間を少し早くしてもらいたい。7時から保育時間開始がいいです。 

 

 

・福祉会では、朝７：００～７：３０と、夕１８：３０～１９：００の延

長保育を行っています。それぞれ１００円の延長保育料金をいただいて

おります。 

 

・今現在、18時 30分以降、またはぎりぎりの迎えの保護者がおられない

のであれば、今までのように 18 時 30 分閉園でもいいのではないかと

思います。 

・その日、延長保育の申込みがなければ、閉園は１８：３０でよいと思い

ます。 
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（保護者負担金について） 

意見 回答 

・米飯で負担金が増えることにはなるが、子どもたちが炊きたての温かい

ご飯を食べるということはとても良いと思う。 

 

・左の意見のように、保育園で米飯給食（有料 月 1,000円）にするのか、

自宅からご飯を持ってくるのか、ということについては、保護者の皆さ

んの意見も分かれているようです。 

・現在の福祉会の４か園では、すべて米飯給食を行っています。これは、 

①冬場の寒い時期でも、園児に温かいご飯を食べさせたい。 

②働いておられる保護者の負担をできるだけ軽減させたい。 

③園児にはできるだけ同じものを食べさせたい。 

④子どもの食育活動の一環として、子どもが米を研いで炊飯したり、ご飯

をつぎ分けたりする体験をさせたい。 

という理由などによるものです。 

・このようなことから、福祉会では現在４か園とも米飯給食に取り組んで

おりますので、南波多保育園でも米飯給食を導入していただけないかと

考えております。 

・米飯給食を導入するためには、炊飯釜などの備品の準備もありますので、

できるだけ早い段階で、保護者会での意見集約をしていただきますよう、

よろしくお願いします。 

・必要なものなのでしたがいます。 

 

・今まで通り、ご飯は家庭から持ってくるようにすれば、ご飯代の 1,000

円はいらないのではと思います。 

 

・主食費（米飯）1,000円は今まで通り、家からお弁当（ごはん）を持た

せて、1,000 円負担はなしでいいと思います。今は、お弁当を持ってい

くことで、ふろしきを包む（結ぶ）練習もされていていいことだと思い

ます。 

・従来だと白ご飯を持たせていましたが、月 1,000円の負担は大きい。今

までより月の負担金が多くなりそうで不安です。 

 

・年長会費は何に使われるのか。 

 

・バス旅行や絵本など、年長児のみの行事で使われています。詳細は会計

報告に記載されています。 
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その他 

意見 回答 

・民営化後の育友会はどのようになるのか。今と同じように会長や、副会

長は必要なのか。行事の時に育友会役員は手伝い等必要か。 

 

・育友会は福祉会に限らずどこの保育園でも組織されており、おかげ様で

園の行事を円滑に行うことができています。民営化後も現在と同じよう

な組織となります。 

・育友会、評議員はどうなりますか。今と変わりはないのでしょうか。 

 

 

・福祉会の 4か園でも育友会組織があり、会長、副会長、会計、監事、評

議員等が決められ、園の事業活動に協力していただいております。南波

多保育園でもこれまでと同じように育友会を組織していただき、ご協力

をお願いしたいと思います。 

・今までの保育のように子どもたちが自分で考え、意見を出し、行動して

いくような保育をそのまま続けてもらえるのでしょうか。 

 

・福祉会の運営となっても、保育の内容が特別に変わるということはあり

ませんのでご安心ください。子どもの主体性を育てることはとても大切

と考えています。 

・教室ばかり、習い事ばかりにならず、遊ぶ時間もたくさん設けてもらえ

るのでしょうか。 

 

・福祉会の４か園では、戸外活動や自由遊び等の活動量もしっかり確保し、

保育を行っています。 

  また、福祉会では、月に 1回、外部講師を招き、描画造形教室につい

ては福岡市から、また英会話教室についてはオースラリア出身の方から指

導を受けています。 

 そのほか、大川内保育園では和太鼓の青螺太鼓、みなみ保育園と立花保

育園ではマーチング、波多津保育園ではヨサコイを、各園の特色づくりと

して取り組んでおり、子供たちも指導日を楽しみにしていますし、保護者

の方も我が子の成長ぶりを楽しみにされています。 遊びの時間がこれら

により減るということはありません。 
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・子どもたちが環境の変化に戸惑わないように慎重に民営化への進めてい

ってほしいです。 

 

・ご指摘のことは、民営化を進めるに当たって最も重要なことであると考

えていますので、慎重に進めていくことにしております。 

・年間活動として地域色（浮立、お茶の作法、米の食育など）はそのまま

にしていただきたいです。 

 

・先ほど回答しましたように、現在の４か園においても地域の特色づくり

にすでに取り組んでおりますし、南波多保育園においても取り組んでい

きます。 

・土曜保育はどうなるのですか。 

 

 

・福祉会においては、土曜保育を行っております。ただ、保育士の勤務計

画と給食の準備の関係から、土曜保育については保護者らの事前連絡を

お願いしております。 

 


